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1. 舗装の現状と課題 

1.1. 市道の現状 

 伊佐市が管理する道路（以下、「市道」という。）は、全 643 路線で総延長約 559k

ｍあり、その多くは整備から数十年経過していることから、今後、ますます老朽化が

進み、それに伴う維持管理費用の増加が懸念されます。しかしながら、全国的な人口

減少等による税収減少のために、維持管理のための予算確保も困難であることも事実

であります。その限られた予算の中、道路舗装の適正な維持管理を行うために「伊佐

市公共施設等総合管理計画（平成 29 年 3 月）」の方針に基づき、当該長寿命化計画を

策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 舗装修繕予算の現状 

 舗装を含めた道路の維持管理にかかる予算については、下記のとおり年々減少傾

向にあり、5 年前と比較すると今年度は約 80％程度の予算編成となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.3km

94.8km 

372.9km

＜道路延長＞

１級市道 ２級市道 その他市道

29路線

42路線

572路線

＜路線数＞

１級市道 ２級市道 その他市道

80百万 90百万 100百万 110百万 120百万

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

＜直近5ヶ年における市道維持費の変遷＞

市道維持費
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1.3. 舗装の現状 

 平成25年度に1級市道を始めとした重要性の高い路線（計29路線、全長80.81km）

において、舗装のひび割れやわだち掘れに関する調査（以下、「路面性状調査」）を行

った結果、下記のとおり調査箇所の約半分については、何らかの補修が必要という結

果となりました。 

 

 

 

 

 

  

   ※路面性状調査の結果は、三段階に評価されます。 

  損傷小（上記グラフ青色）：道路が健全な状態。 

  損傷中（上記グラフ黄色）：道路に少し損傷が見られる状態。 

  損傷大（上記グラフ赤色）：道路に大きく損傷が見られる状態。 
 

これを基に、平成 26 年度から平成 28 年度において舗装の補修工事を行ったとこ

ろであり、今年度についても順次補修を進めていく予定です。 

 

2. 舗装の維持管理の基本的な考え方 

2.1. 舗装管理の基本方針 

 舗装の長寿命化計画の策定にあたっては、路面性状調査等の診断結果や通行車両

もしくは歩行者への影響を鑑みて適切な措置を行うことで、道路舗装の長寿命化や舗

装の維持補修費のライフサイクルコスト削減を目指します。 

 

2.2. 管理道路の分類（グループ分け） 

 前述のとおり、市道は数多くあり、それを補修する財源にも限りがあることから、

補修を実施する優先順位を決め、その要素のひとつとして下表のとおり、道路の分類

を行います。なお、分類 C 及び分類 D については、「舗装点検要領(平成 28年 10 月国

土交通省道路局)」を基にしています。 

分類 対象道路 

分類 C 

基本的に１級市道を分類する。ただし、２級市道やその他市道であ

っても下記を考慮し、分類できるものとする。 

①大型車両の通行が多く、民家が接している。 

②普通車両や歩行者等の利用が著しく多い。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

＜路面性状調査結果＞

損傷小 損傷中 損傷大
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分類 D 上記以外の市道が該当。 

 なお、市道の分類については、別表 1 に示します。 

2.3. 管理基準 

 舗装の補修については、路面性状調査等によって舗装状態の調査を行い、ひび割

れ率、わだち掘れ率及び IRI の数値を総合的に勘案した維持管理指数（MCI）により、

判断を行います。なお、下記に舗装の補修及び修繕にかかるおおよその判定基準値を

示します。 

  

ひび割れ率 わだち掘れ率 IRI 

40％ 40mm 8mm/m 

維持管理指数（MCI） 

MCI≦3.0 3.0＜MCI≦5.0 5.0＜MCI 

補修段階(区分Ⅲ) 小規模補修段階(区分Ⅱ) 健全(区分Ⅰ) 

※IRI：国際ラフネス指数。道路路面の平坦性を評価するための世界共通指標のこと。 

 

2.4. 点検方法及び点検頻度 

分類 点検方法 点検頻度 

分類 C 路面性状調査 等 5 年に 1 度 

分類 D 巡視による路面状況把握 

 

3. 計画期間 

3.1. 計画期間 

 当該計画の計画期間は、伊佐市公共施設等総合管理計画（平成 29 年 3 月）の第 1

期とあわせて、平成 38年度までとし、適宜見直しを行うものとします。 

 

3.2. 計画期間内の修繕費用の見通し 

 これまでの点検結果を基に、今後 10 年間にかかる補修費用を比較検討した結果、

従来の方法で行う場合と比べ、診断結果に基づき計画的な補修を行った場合で箇

所当たりの補修費用が約 2 割程度削減可能と思われます。 

 

4. 対策の優先順位（補修計画の方針） 

 基本的には分類 C の道路を優先して対策を講ずるものとし、分類 D の道路につい

ては舗装の損傷状況、路線の重要性、交通量及び歩行者等への影響を考慮し、補修の

優先順位を決定します。 
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5. 今後の対策内容及び実施時期 

 「1.3.舗装の現状」の項目にありましたとおり、既に点検を行った箇所について

は、損傷度合い等に応じて優先順位を付け、補修を検討していきます。また、平成 30

年度は前回の点検から 5ヵ年経過する年度であることから、法令に基づき路面性状調

査等の点検を行います。なお、管理道路の補修時期等については、別表 1 に示します。 



別表1　伊佐市道路舗装長寿命化計画管理道路一覧表

調査結果

平均MCI H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

1 1級 1 尾ノ上石井線 2,080 H30 3.3 0.03 N3

2 1級 2 平出水線 2,036 H30 3.6 0.05 0.10 N3

3 1級 3 十曽線 8,161 H30 3.0 0.05 0.05 N3

4 1級 4 木ノ氏下牛尾線 4,658 H30 3.0 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 N3

5 1級 5 弥生郡山線 3,204 H30 3.4 0.05 0.05 N3

6 1級 6 新開線 441 H30 2.8 0.10 N4

7 1級 7 城下線 1,188 H30 3.2 0.05 0.05 N3

8 1級 8 千束松原田線 2,073 H30 3.2 0.04 0.03 N3

9 1級 9 篠原上青木線 3,810 H30 3.8 N3

10 1級 10 青木線 178 H30 3.6 N3

11 1級 11 元町大島線 2,833 H30 4.5 N3

12 1級 12 山ノ口園田線 2,795 H30 4.0 N3

13 1級 13 富士線 1,405 H30 4.4 N3

14 1級 14 包ノ原大住線 3,976 H30 4.1 0.02 0.05 0.05 N3

15 1級 15 川岩瀬線 2,459 H30 4.6 N3

16 1級 16 本堂田原線 2,002 H30 4.2 N3

17 1級 17 曽木之滝下荒田線 3,593 H30 4.9 N3

18 1級 18 田代線 5,371 H30 3.5 N3

19 1級 20 高柳元町線 1,973 H30 5.1 N3

20 1級 21 羽月駅前大島線 2,575 H30 4.7 N3

21 2級 55 大道下青木線 1,832 H30 5.0 N3

22 その他 108 太田木ノ氏線 2,671 H30 3.8 N3

23 その他 167 大口駅国ノ十線 3,553 H30 3.1 0.25 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 N4

24 その他 241 太田山野線 3,591 H30 4.0 0.05 N3

25 その他 660 曽木ノ滝大住線 1,348 H30 4.5 N3

26 その他 661 陣之尾西本町線 2,270 H30 4.2 0.05 0.05 N3

27 1級 1 菱刈重留線 4,160 H30 3.7 0.05 N3

28 1級 2 重留青木線 3,399 H30 3.4 0.05 N3

29 1級 3 花北下手線 2,869 H30 3.7 0.10 N4

30 1級 4 田中徳辺線 2,418 H30 3.3 0.05 N3

31 1級 5 本城永池線 6,473 H30 3.5 0.10 N4

32 1級 6 徳辺湯之尾線 5,901 H30 4.2 0.05 0.05 N3

33 1級 7 本城荒田原線 1,942 H30 4.3 N3

34 1級 8 荒田西太良線 2,954 H30 3.3 0.05 N3

35 1級 9 川南栗野線 3,817 H30 3.5 N3

36 2級 51 田中青木線 1,848 H30 4.5 N3

37 2級 61 前目徳辺線 1,924 H30 3.4 0.10 0.10 0.05 N3

38 その他 268 停車場前目線 413 H30 2.9 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 N4

39 その他 286 湯之尾築地線 2,931 H30 3.5 0.05 N3

39路線 113,122 3.8 0.46 0.45 0.40 0.40 0.45 0.40 0.41 0.45 0.40 

　1.上記一覧表に記載されている市道が「分類C」の道路となります。(記載がないものは全て「分類D」。)
　2.「点検年度」の項目には、直近の実施年度を記載しています。
　3.「補修年度」の項目は、補修を実施する予定の年度を着色しています。
　4.黒太枠の年度については、路面性状調査等の5年に一度の点検実施予定年度となります。

計

＜注意事項＞

設計
交通
量

更新年次 R2.3

番
号

路線
種別

路線
番号

路線名
路線

延長(m)
点検
年度

補修年度（億円）



伊佐市道路舗装長寿命化計画

伊佐市が管理する道路（以下、「市道」という。）は、全
643路線で総延長約559kｍあり、その多くは整備から数十年
経過していることから、今後、ますます老朽化が進み、それ
に伴う維持管理費用の増加が懸念されます。しかしながら、
全国的な人口減少等による税収減少のために、維持管理のた
めの予算確保も困難であることも事実であります。その限ら
れた予算の中、道路舗装の適正な維持管理を行うために「伊
佐市公共施設等総合管理計画（平成29年3月）」の方針に基
づき、当該長寿命化計画を策定するものです。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

＜路面性状調査結果＞

損傷小 損傷中 損傷大

平成25年度に1級市道を始めとした重要性の高い路線（計
29路線、全長80.81km）において、舗装のひび割れやわだち
掘れに関する調査（以下、「路面性状調査」）をおこなった
結果、下記のとおり調査箇所の約半分については、何らかの
補修が必要という結果となりました。

損傷小（上記グラフ青色）：道路が健全な状態。
損傷中（上記グラフ黄色）：道路に少し損傷が見られる状態。
損傷大（上記グラフ赤色）：道路に大きく損傷が見られる状態。

これを基に、平成26年度から舗装の補修工事を行っている
ところです。

舗装の個別施設計画の策定にあたっては、路面性状調査等
の診断結果や通行車両もしくは歩行者への影響を鑑みて適切
な措置を行うことで、道路舗装の長寿命化や舗装の維持補修
費のライフサイクルコスト削減を目指します。

市道の分類（グループ分け）

管理基準の策定

・優先路線の明確化
・補修時期の明確化
・補修工法の明確化

＋ ＝

基本的には１級市道およびそれに相当する市道（分類C）
を優先して対策を講ずるものとし、それ以外の市道（分類
D）については舗装の損傷状況、路線の重要性、交通量及び
歩行者等への影響を考慮し、補修の優先順位を決定します。

なお、市道の分類や管理基準については、適宜見直しを行
うものとします。

・インフラ長寿命化基本計画
（平成25年11月_インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議）

・伊佐市公共施設等総合管理計画（平成29年3月_伊佐市）

・舗装点検要領（平成28年10月_国土交通省道路局）


